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※1 ICANN会議の種別
6日間構成の会議A（コミュニティフォーラム）、4日間構成の会議B（ポリシー
フォーラム）、7日間構成の会議C（年次総会）の3種類があります。
https://www.nic.ad.jp/ja/basics/terms/icann-meeting-strategy.html

※2 Temporary Specification for gTLD Registration Data
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-s
pecs-en

○利用資格
UAMを利用して非公開部分も含む完全なWHOISデータへアク
セスする資格があるのは、利用規則（Terms of Use）で縛られた、
正当な権利を持つ利用者グループ群、となっています。これら利用
者グループの特定は、ICANNの政府諮問委員会（GAC）が行うこ
とになっていて、法執行機関、知的財産権者、運用セキュリティ研
究者、個人であるドメイン名登録者が例として挙げられています。
加えて、特定の正当な目的のために、ICANN自身およびレジスト
ラに対してUAMを通じたアクセスが承認される見通しです。

○実装方法
中央管理されたデータ置場が作られるのではなく、レジストリと
レジストラがそれぞれ現在の要件に沿うものを維持することが
求められています。非公開WHOISデータへのアクセスのために
RDAP（Registration Data Access Protocol）を使ってサービス
を提供する必要があり、TempSpecでは2018年12月中旬まで
に実装が必須となっています。

UAMにおいて利用者の認証に使用される技術的な方法は、「トー
クンまたは証明書のシステムに依存する」となっており、それ以上
の詳細は記載されていません。ICANN GNSOの提案によれば、
ICANNのレジストラ用Webシステムを一時的に使うこと、および
中央管理されたホワイトリストによるIPアドレスベースの制限を
掛けた上でTCPポート43を使ったアクセスを許可することが提
案されましたが、案では取り入れられませんでした。

○利用規則（Terms of Use）
利用規則は、UAMの下での第三者による非公開WHOISデータ
利用において、遵守が求められる決まりで、特にデータ利用の適
切な制限や、データアクセスの適切な手続きの策定などが想定
されています。単一規則ですべてカバーするとは限らず、適格な
利用者グループごとに別のものが作成される可能性もあります。

利用規則の執行および監視は認証組織体が行うこと、そのために
ICANNと各認証組織体間で覚書を交わすことが想定されていま
す。レジストリ・レジストラのUAMで要求されている事項への遵守
状況は、ICANN事務局の契約コンプライアンス部門が担当します。

○アクセスモデル案を巡る論点
改訂案では、前版と比べて用語が明確に定義されたほか、認証か
らアクセスからまでの一連の手続きフローを図式化し、WHOISの
利用者と認証機関、レジストリ・レジストラの三者関係がよりわか
りやすくなるなど改善が図られましたが、依然として未解決な部
分が少なからず残っています。具体的な論点は以下の通りです。

1. 利用者は個々のアクセス要請のたびに正当な利用目的を示すべきか
2. 非公開WHOISデータすべての項目へのアクセスを認めるべきか
3. 登録者からの要望があればアクセスログは提供すべきか
4. レジストリ・レジストラの両方がアクセスを提供すべきか、
それともレジストラのみが提供すべきか

5. 非公開WHOISデータへのアクセスを有料とすべきか
6. 利便性の観点からWHOIS情報を一元化したポータルをICANNが運営すべきか

ドメイン名・
ガバナンス

本稿では、2018年5月～9月にかけての、ドメイン名およびインターネットガバナンスに関する動向とし
て、第62回 ICANN（The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers）パナマシ
ティ会議での主なトピックについて取り上げます。また、欧州連合（EU）の一般データ保護規則
（General Data Protection Regulation; GDPR）が、2018年5月25日より施行され、本パナマシティ
会議でも多くの議論が行われました。その中でも、GDPRがWHOISでの情報公開に与える影響が
大きな話題となっています。このWHOISのGDPR対応に関する動向についても、併せてご紹介します。

とされた登録データに対して、どのような資格のユーザーに、
どのような手続きでデータを提供するのかに関して、モデルの
構成要素が提示され、コミュニティの議論を喚起するものです。
したがってこちらも、パナマシティ会議が初の対面議論の場と
なりました。

会期中の6月26日（火）の17時から開催された、「Cross-Community 
Session: Accreditation and Access to Non-Public WHOIS 
Data Post-GDPR」が、この統一アクセスモデル（UAM）に関する
公開セッションでした。こちらはUAMの発表が、会期の前週
と直前だったことから、GNSO評議員、セキュリティと安定性に
関する諮問委員会（SSAC）チェア、欧州委員会担当官、ICANN
事務局をはじめとする、9人のパネリストが自身の考え方を示す
セッションでした。

パネリストたちが示した重要と考えるポイントを、以下に列挙します。

・欧州委員会の担当官、Cathrin Bauer-Bulst氏：
GDPRはデータ処理を禁じているわけではなく、正当な目的
に基づいて責任を持って行うことを求めている。プライバシー
とデータ提供のバランスを、認定、認証、アクセス、説明責任の
観点で取っていくことが重要。

・レジストリ部会のKeith Drazek氏：
認定認証とアクセスに対する法的整合性、および、その法的
根拠が管轄法によって異なり得ることから、モデルが柔軟で
あることが重要。

・ICANN CEOのGöran Marby氏：
異なる目的の利用者は異なる要請を持っており、それを擦り
合わせて「統一した」モデルを作ることが重要。

・知的財産部会のFabricio Vayra氏：
UAMは単なる議論のためのモデルであり、これから認定、認
証、アクセスを行う機構を早期に構築することが重要。

また、SSACチェアのRod Rasmussen氏は、SSACが会期
直前の 6月14日（木）に発表した、SAC101「SSAC Advisory 
Regarding Access to Domain Name Registration Data」を
紹介し、その中で指摘されている、RDS（Registration Directory 
Service）へのアクセスに関する問題点の勘案を求めました。

TempSpecにおいては、非公開データに対するアクセスは、
レジストリが照会に応じて個別に処理している状況で、法執行
機関、セキュリティ専門家、知的財産権専門家など、それぞれの
業務のために非公開データへのアクセスが必要な立場からは、
早期の解決が望まれています。多様な観点があるだけでなく、
認定基準、認証方法などの詳細にもさまざまな課題があり、
今後の議論に注視が求められます。

◆ 説明責任に関するコミュニティ横断作業部会の
作業完了 

今回のパナマシティ会議でGDPR以外に大きな節目となるも
のとして、説明責任に関するコミュニティ横断作業部会
（CCWG-ACCT）の、作業終了が挙げられます。CCWG-ACCT
は、IANA監督権限移管の議論が行われた際に、米国商務

2018年 6月25日（月）から28日（木）まで、パナマ共和国の首
都パナマシティにて、第 62回 ICANN会議が開催されまし
た。毎年 6月の会議は「ポリシーフォーラム」と呼ばれるフォー
マット※1での開催となっていて、コミュニティ横断セッション
が数多く配置され、ポリシー議論を深化させることに重点を
置いた会合です。そのため、オープニングセレモニーなどの
フォーマリティを排除し、4日間という一番短い会期という簡
素な仕立てです。今回の ICANN会議は、欧州連合の一般
データ保護規則（GDPR）が施行されて初めての会議という
ことで、GDPRに大きな関心が寄せられました。本稿でもこ
れを中心に、会議の模様をお伝えします。

◆ オープニングおよびマルチステークホルダーエー
トス賞授賞式

ポリシーフォーラムのオープニングは、セッション開始前の午前
8時半から、ホワイエで立ったままで行うという、簡素さを強調
した仕立てになっています。また、このタイミングで、ICANNコ
ミュニティにおける貢献が顕著な人を毎年表彰する、マルチス
テークホルダーエートス賞の発表が行われます。

今年は、2018年 3月に惜しくも事故で亡くなった、フランスの
Stéphane Van Gelder氏に授賞されました。Van Gelder氏
は、分野別ドメイン名支持組織（GNSO）評議会の議長や、指名
委員会（NomCom）議長などの要職で活躍し、コミュニティか
らの信望を集める人物でした。そのため、参加組織が早い時期
から次々と、Van Gelder氏推薦を打ち出していました。当日は、

第62回ICANNパナマシティ会議

奥様のJulieさんがご挨拶なさり、集まったメンバー全員で、故
人の人柄と業績を振り返りました。

◆ GDPR施行直後の ICANN会議
パナマシティ会議までの2ヶ月間は、ICANNの内外でGDPR
関係の出来事がいくつか並びました。

1） 2018年 5月17日：gTLD登録データのGDPR適合のため
の暫定仕様書（TempSpec）※2を理事会が承認

2） 同5月25日：GDPR施行
3） 同6月18日：TempSpecでは検討待ちとなっている、非公
開データ項目に対するアクセス認定要領の議論に向けた、
いわゆる統一アクセスモデル（UAM）の発表

1） に関して、このTempSpecはコミュニティでの議論や意見
聴取を通じて検討されたものの「暫定」に過ぎず、今後GNSO
のPDP（ポリシー策定プロセス）を踏む必要があります。今回
は、十分に検討範囲が限定され、かつ1年以内という短期間で
仕様の正式化が求められるため、Expedited PDP（EPDP）と
いう、初期調査などを割愛した迅速なプロセスのPDPが、初め
て使われることになりました。

6月25日（月）の17時から開催された、「High Interest Session: 
Community Input to GNSO Expedited PDP Charter 
Development」は、このEPDPに関する公開セッションでした。
EPDPにおいても、通常のPDPと同様、チャーターと申請書
を準備した上で、作業チームの設立をGNSO評議会で承認
する必要があります。このセッションは、チャーターと申請書
のドラフティングチーム（DT）が、準備状況を説明した上で、
コミュニティの意見を聞くものでした。七つの各セクションで、
限られた時間ながら活発な質疑が交わされ、それぞれに関する
検討状況が説明されました。DTメンバー、フロアからの発言者
ともに、1年という限られた時間でEPDPを進めるべく、効率
的、建設的に検討を進めようとしている印象を強く受けました。

3） は、GDPRへの適合のために、TempSpecの中で非公開

省電気通信情報局（NTIA）による監督がなくなった後の、
ICANN自身の説明責任機構強化を検討するために設置され
ました。監督権限移管までに必要な事項を検討するワークスト
リーム1（WS1）が完了した後は、それ以外の内容を扱うワーク
ストリーム2（WS2）が進行中でした。WS2はパナマシティ会
議の会期中、6月24日（日）に全体会議を行い、九つの領域に関
する勧告を含む最終報告書を仕上げて作業を終了しました。
今後、最終報告書はCCWGに参加する各支持組織、諮問委員
会に送られ、それぞれの承認を待つことになります。

◆ 第52回 ICANN報告会
本パナマシティ会議での議論を紹介する報告会を、2018年
9月4日（火）に東京・JPNIC会議室にて開催しました。当日の
プログラムは次の通りです。

1. ICANNパナマシティ会議概要報告
2. 国コードドメイン名支持組織（ccNSO）関連報告
3. ICANN政府諮問委員会（GAC）報告
4. ルートサーバーシステム諮問委員会（RSSAC）報告
5. 次期新gTLD募集手続き検討状況報告
6. ICANN WHOIS暫定ポリシー策定プロセス検討状況
7. ICANN理事からの報告

本報告会の資料および音声は、次のURLで公開しています。

第52回 ICANN報告会
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/ica
nn-report/20180904-ICANN/

◆ 今後の ICANN会議
次回の ICANN会議は、2018年10月20日（土）から25日（木）に
かけて、スペインのバルセロナで開催される年次会合です。この
内容は、2019年 3月発行予定の次号71号で取り上げます。また、
次々回は前号でお伝えした通り、2019年 3月9日（土）～14日
（木）にかけて、神戸で開催されます。

ICANN63 | Barcelona
https://meetings.icann.org/en/
barcelona63

ICANN64 | KOBE
https://www.icann64.jp/

◆ WHOISデータ収集についてのICANNによる法的措置
ICANNは、GDPR対応で個人情報の収集を止めたドイツのレ
ジストラに対し、法的手段（仮処分申請）をドイツの裁判所に対
して起こしました。本稿では、その経緯についてご紹介します。

○背景
前述の通り、2018年 5月25日にGDPRが施行されるのを控
えた5月17日に、ICANN理事会は ICANNの各種契約および
ポリシーのGDPRへの適合を目的とした、「gTLD登録データ
のGDPR適合のための暫定仕様書」（TempSpec）を承認しま
した。TempSpecでは、レジストラによる個人情報を含むデー
タ収集は今まで通り行い、WHOISでの表示項目を制限すると
しています。具体的には、登録管理者や技術連絡担当者などの
情報は表示されず、レジストラ、登録の状態、登録日および更新
日のみの表示となっています。その代わり、登録者と連絡を取
る必要がある場合のために、匿名化された電子メールアドレス
を掲載するか、Webフォームが用意されるとしています。

○ICANNによる仮処分申請
2018年 5月25日に ICANNは、ドイツの ICANN公認（gTLD）
レジストラであるEPAG社がWHOISデータを収集するよう、
ドイツのボン地裁に仮処分申請を行いました。これは、新規ド
メイン名登録の際にGDPRへの抵触を回避する目的で、登録
管理者および技術連絡者情報を収集しないことを、EPAG社
が ICANNに連絡してきたことを受けてのものです。なお、
EPAG社は、このような対応を取るのは新規登録のみで、既存
の情報は維持するという方針を示していました。

これに対し ICANNは仮処分申請において、

・GDPR施行後の登録管理者および技術連絡担当者情報の
収集がGDPRに抵触するかどうか、ICANNとEPAG社との
間で認識に差がある。
・両情報の収集は ICANN-EPAG社間の契約で義務づけられ
たものであり、GDPRとも矛盾せず、TempSpecでもすべて
の登録項目の収集を義務づけている。この点についてドイツ
の裁判所に確認したい。
・EPAG社の行為が続けば、法執行機関、セキュリティ目的、知
的財産権保持者などによる、正当な目的での完全なWHOIS
登録データへのアクセスができなくなる。

というような主張をしています。

一方、GDPR発行前後にEUからICANNに送られていたレター
においては、TempSpecに定まっていない部分があり、早急な
解決が必要だという指摘がなされていました。

○地裁による仮処分申請の却下と ICANNの不服申し立て
5月29日に、ボン地裁は差し止め請求を却下しました。つまり、

EPAG社がドメイン名の新規登録時に、登録管理者および技
術連絡者情報を集める必要はないとの判断です。しかし
ICANNの主張によれば、これらの情報の収集がGDPRに違
反するという判断も示されませんでした。

仮処分申請却下の決定を受けて、6月13日には ICANNが不服申
し立てを行いました。地裁による再検討が実施された結果、7月19
日には申し立ての控訴裁送りが決定しました。それを受けたケル
ン高裁による判断は8月3日に下され、結果としてICANNによる
申し立ては再度退けられることとなりました。その理由としては、
仮処分によって保護すべき重大な損害はなく、GDPRの解釈は不
要だということが示されました。

この高裁の判断が本件に関する最終判断ということはなく、ドイ
ツの司法制度も日本と同様に三審制のため、今後 ICANNがさら
に連邦最高裁に上訴する可能性が残されています。

本件については、より詳しい情報をJPNICブログにて公開してい
ます。詳細は次のURLをご覧ください。

WHOISデータ収集についての ICANNによる法的措置
https://blog.nic.ad.jp/blog/icann-gdpr-who
is-legal-action/

◆ ICANNによる非公開WHOISデータへのアクセスモデル案
WHOISのGDPRへの準拠を目的として2018年2月28日に
ICANNが公開したモデル案では、欧州経済領域（EEA）内に存在
するデータのWHOISでの公開に制限がかかり、非公開項目につ
いては認証された者のみがアクセスできるとされました。しかし、
この時点では認証に関する具体的な記述はありませんでした。

この非公開WHOISデータへのアクセス方法に関して、より詳細な
案である「Framework Elements for a Unified Access Model 
for Continued Access to Full WHOIS Data」※3が、2018年6月
18日に ICANNから公開されました。その後、この案をベース
に、欧州データ保護委員会（European Data Protection Board、
EDPB）へ照会した結果や、コミュニティから寄せられた意見を踏
ま えて 改 訂した「Draft Framework for a Possible Unified 
Access Model for Continued Access to Full WHOIS Data - 
For Discussion」※4が、8月20日に公開されました。ここではこの
アクセスモデル案についてご紹介します。

○アクセスモデル案の目的と概要
認証された利用者に対し、非公開部分も含む完全なWHOISデー
タへのアクセスを提供するための枠組み（統一アクセスモデル、
UAM）を示して、議論を喚起することがアクセスモデル案の目的
です。このUAMで記載されている内容は、5月17日にICANN理
事会が承認したgTLD登録データのための暫定仕様書
（TempSpec）では、今後の課題とされていたものです。

上記の論点に加えて、コミュニティから寄せられた意見の中で
重要と思われるものを以下に列挙します。

・利用資格（Eligibility）

認証した利用者が不正行為を働いた場合や、認証基準が甘すぎる場合
などを想定し、認証機関の責任が追加の論点として想定されています。

・手順の詳細（Process Details）

非公開データへのアクセスはレジストラからの提供に限定すべ
きという意見や、認証済みの提供者と利用者の間で重ねてアク
セス同意書を締結する必要があるのかという声が挙がってい
ます。また、アクセス権限を与える範囲についても、WHOIS項
目すべてか、目的に応じた項目のみにするかで意見が分かれて
いるほか、費用についても無償・有償どちらの声もあります。

・技術的な詳細（Technical Details）

利用者の利便性や不正利用の監視等のために、集約型の
WHOISリポジトリ、もしくはWHOIS情報を一元化したポータ
ルを ICANNが運営すべき、という提案もされています。

○最後に
統一的な認証方法や基準、認証ユーザに対するデータ提供方
法などの詳細が定まらない限り、各レジストリ・レジストラが
手動対応を迫られることから、一刻も早い確定と実装が求めら
れますが、前述のように課題はまだまだ残っています。

ICANNが公開したブログ記事“Possible Unified Access Model 
Published for Community Input”※5では、コミュニティからの
フィードバックを歓迎するとして、意見受付用のメールアドレス（gdpr
＠icann.org）が公開されています。非公開WHOISへのアクセス
方法案についてご意見のある方は、ぜひメールをお送りください。

本件については、より詳しい情報をJPNICブログにて公開し
ています。詳細は次のURLをご覧ください。

ICANNによるGDPRに対応するWHOISモデ
ル案について
https://blog.nic.ad.jp/blog/icann-gdpr-
whois-model/

ICANNによる非公開WHOISデータへのアク
セスモデル案
https://blog.nic.ad.jp/blog/whois_unifi
ed_access_model/

ICANNによる非公開WHOISデータへのアク
セスモデル案（続報）
https://blog.nic.ad.jp/blog/whois_unifi
ed_access_model-2/
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※1 ICANN会議の種別
6日間構成の会議A（コミュニティフォーラム）、4日間構成の会議B（ポリシー
フォーラム）、7日間構成の会議C（年次総会）の3種類があります。
https://www.nic.ad.jp/ja/basics/terms/icann-meeting-strategy.html

※2 Temporary Specification for gTLD Registration Data
https://www.icann.org/resources/pages/gtld-registration-data-s
pecs-en

○利用資格
UAMを利用して非公開部分も含む完全なWHOISデータへアク
セスする資格があるのは、利用規則（Terms of Use）で縛られた、
正当な権利を持つ利用者グループ群、となっています。これら利用
者グループの特定は、ICANNの政府諮問委員会（GAC）が行うこ
とになっていて、法執行機関、知的財産権者、運用セキュリティ研
究者、個人であるドメイン名登録者が例として挙げられています。
加えて、特定の正当な目的のために、ICANN自身およびレジスト
ラに対してUAMを通じたアクセスが承認される見通しです。

○実装方法
中央管理されたデータ置場が作られるのではなく、レジストリと
レジストラがそれぞれ現在の要件に沿うものを維持することが
求められています。非公開WHOISデータへのアクセスのために
RDAP（Registration Data Access Protocol）を使ってサービス
を提供する必要があり、TempSpecでは2018年12月中旬まで
に実装が必須となっています。

UAMにおいて利用者の認証に使用される技術的な方法は、「トー
クンまたは証明書のシステムに依存する」となっており、それ以上
の詳細は記載されていません。ICANN GNSOの提案によれば、
ICANNのレジストラ用Webシステムを一時的に使うこと、および
中央管理されたホワイトリストによるIPアドレスベースの制限を
掛けた上でTCPポート43を使ったアクセスを許可することが提
案されましたが、案では取り入れられませんでした。

○利用規則（Terms of Use）
利用規則は、UAMの下での第三者による非公開WHOISデータ
利用において、遵守が求められる決まりで、特にデータ利用の適
切な制限や、データアクセスの適切な手続きの策定などが想定
されています。単一規則ですべてカバーするとは限らず、適格な
利用者グループごとに別のものが作成される可能性もあります。

利用規則の執行および監視は認証組織体が行うこと、そのために
ICANNと各認証組織体間で覚書を交わすことが想定されていま
す。レジストリ・レジストラのUAMで要求されている事項への遵守
状況は、ICANN事務局の契約コンプライアンス部門が担当します。

○アクセスモデル案を巡る論点
改訂案では、前版と比べて用語が明確に定義されたほか、認証か
らアクセスからまでの一連の手続きフローを図式化し、WHOISの
利用者と認証機関、レジストリ・レジストラの三者関係がよりわか
りやすくなるなど改善が図られましたが、依然として未解決な部
分が少なからず残っています。具体的な論点は以下の通りです。

1. 利用者は個々のアクセス要請のたびに正当な利用目的を示すべきか
2. 非公開WHOISデータすべての項目へのアクセスを認めるべきか
3. 登録者からの要望があればアクセスログは提供すべきか
4. レジストリ・レジストラの両方がアクセスを提供すべきか、
それともレジストラのみが提供すべきか

5. 非公開WHOISデータへのアクセスを有料とすべきか
6. 利便性の観点からWHOIS情報を一元化したポータルをICANNが運営すべきか

ドメイン名・
ガバナンス

本稿では、2018年5月～9月にかけての、ドメイン名およびインターネットガバナンスに関する動向とし
て、第62回 ICANN（The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers）パナマシ
ティ会議での主なトピックについて取り上げます。また、欧州連合（EU）の一般データ保護規則
（General Data Protection Regulation; GDPR）が、2018年5月25日より施行され、本パナマシティ
会議でも多くの議論が行われました。その中でも、GDPRがWHOISでの情報公開に与える影響が
大きな話題となっています。このWHOISのGDPR対応に関する動向についても、併せてご紹介します。

とされた登録データに対して、どのような資格のユーザーに、
どのような手続きでデータを提供するのかに関して、モデルの
構成要素が提示され、コミュニティの議論を喚起するものです。
したがってこちらも、パナマシティ会議が初の対面議論の場と
なりました。

会期中の6月26日（火）の17時から開催された、「Cross-Community 
Session: Accreditation and Access to Non-Public WHOIS 
Data Post-GDPR」が、この統一アクセスモデル（UAM）に関する
公開セッションでした。こちらはUAMの発表が、会期の前週
と直前だったことから、GNSO評議員、セキュリティと安定性に
関する諮問委員会（SSAC）チェア、欧州委員会担当官、ICANN
事務局をはじめとする、9人のパネリストが自身の考え方を示す
セッションでした。

パネリストたちが示した重要と考えるポイントを、以下に列挙します。

・欧州委員会の担当官、Cathrin Bauer-Bulst氏：
GDPRはデータ処理を禁じているわけではなく、正当な目的
に基づいて責任を持って行うことを求めている。プライバシー
とデータ提供のバランスを、認定、認証、アクセス、説明責任の
観点で取っていくことが重要。

・レジストリ部会のKeith Drazek氏：
認定認証とアクセスに対する法的整合性、および、その法的
根拠が管轄法によって異なり得ることから、モデルが柔軟で
あることが重要。

・ICANN CEOのGöran Marby氏：
異なる目的の利用者は異なる要請を持っており、それを擦り
合わせて「統一した」モデルを作ることが重要。

・知的財産部会のFabricio Vayra氏：
UAMは単なる議論のためのモデルであり、これから認定、認
証、アクセスを行う機構を早期に構築することが重要。

また、SSACチェアのRod Rasmussen氏は、SSACが会期
直前の 6月14日（木）に発表した、SAC101「SSAC Advisory 
Regarding Access to Domain Name Registration Data」を
紹介し、その中で指摘されている、RDS（Registration Directory 
Service）へのアクセスに関する問題点の勘案を求めました。

TempSpecにおいては、非公開データに対するアクセスは、
レジストリが照会に応じて個別に処理している状況で、法執行
機関、セキュリティ専門家、知的財産権専門家など、それぞれの
業務のために非公開データへのアクセスが必要な立場からは、
早期の解決が望まれています。多様な観点があるだけでなく、
認定基準、認証方法などの詳細にもさまざまな課題があり、
今後の議論に注視が求められます。

◆ 説明責任に関するコミュニティ横断作業部会の
作業完了 

今回のパナマシティ会議でGDPR以外に大きな節目となるも
のとして、説明責任に関するコミュニティ横断作業部会
（CCWG-ACCT）の、作業終了が挙げられます。CCWG-ACCT
は、IANA監督権限移管の議論が行われた際に、米国商務

2018年 6月25日（月）から28日（木）まで、パナマ共和国の首
都パナマシティにて、第 62回 ICANN会議が開催されまし
た。毎年 6月の会議は「ポリシーフォーラム」と呼ばれるフォー
マット※1での開催となっていて、コミュニティ横断セッション
が数多く配置され、ポリシー議論を深化させることに重点を
置いた会合です。そのため、オープニングセレモニーなどの
フォーマリティを排除し、4日間という一番短い会期という簡
素な仕立てです。今回の ICANN会議は、欧州連合の一般
データ保護規則（GDPR）が施行されて初めての会議という
ことで、GDPRに大きな関心が寄せられました。本稿でもこ
れを中心に、会議の模様をお伝えします。

◆ オープニングおよびマルチステークホルダーエー
トス賞授賞式

ポリシーフォーラムのオープニングは、セッション開始前の午前
8時半から、ホワイエで立ったままで行うという、簡素さを強調
した仕立てになっています。また、このタイミングで、ICANNコ
ミュニティにおける貢献が顕著な人を毎年表彰する、マルチス
テークホルダーエートス賞の発表が行われます。

今年は、2018年 3月に惜しくも事故で亡くなった、フランスの
Stéphane Van Gelder氏に授賞されました。Van Gelder氏
は、分野別ドメイン名支持組織（GNSO）評議会の議長や、指名
委員会（NomCom）議長などの要職で活躍し、コミュニティか
らの信望を集める人物でした。そのため、参加組織が早い時期
から次々と、Van Gelder氏推薦を打ち出していました。当日は、

第62回ICANNパナマシティ会議

奥様のJulieさんがご挨拶なさり、集まったメンバー全員で、故
人の人柄と業績を振り返りました。

◆ GDPR施行直後の ICANN会議
パナマシティ会議までの2ヶ月間は、ICANNの内外でGDPR
関係の出来事がいくつか並びました。

1） 2018年 5月17日：gTLD登録データのGDPR適合のため
の暫定仕様書（TempSpec）※2を理事会が承認

2） 同5月25日：GDPR施行
3） 同6月18日：TempSpecでは検討待ちとなっている、非公
開データ項目に対するアクセス認定要領の議論に向けた、
いわゆる統一アクセスモデル（UAM）の発表

1） に関して、このTempSpecはコミュニティでの議論や意見
聴取を通じて検討されたものの「暫定」に過ぎず、今後GNSO
のPDP（ポリシー策定プロセス）を踏む必要があります。今回
は、十分に検討範囲が限定され、かつ1年以内という短期間で
仕様の正式化が求められるため、Expedited PDP（EPDP）と
いう、初期調査などを割愛した迅速なプロセスのPDPが、初め
て使われることになりました。

6月25日（月）の17時から開催された、「High Interest Session: 
Community Input to GNSO Expedited PDP Charter 
Development」は、このEPDPに関する公開セッションでした。
EPDPにおいても、通常のPDPと同様、チャーターと申請書
を準備した上で、作業チームの設立をGNSO評議会で承認
する必要があります。このセッションは、チャーターと申請書
のドラフティングチーム（DT）が、準備状況を説明した上で、
コミュニティの意見を聞くものでした。七つの各セクションで、
限られた時間ながら活発な質疑が交わされ、それぞれに関する
検討状況が説明されました。DTメンバー、フロアからの発言者
ともに、1年という限られた時間でEPDPを進めるべく、効率
的、建設的に検討を進めようとしている印象を強く受けました。

3） は、GDPRへの適合のために、TempSpecの中で非公開

省電気通信情報局（NTIA）による監督がなくなった後の、
ICANN自身の説明責任機構強化を検討するために設置され
ました。監督権限移管までに必要な事項を検討するワークスト
リーム1（WS1）が完了した後は、それ以外の内容を扱うワーク
ストリーム2（WS2）が進行中でした。WS2はパナマシティ会
議の会期中、6月24日（日）に全体会議を行い、九つの領域に関
する勧告を含む最終報告書を仕上げて作業を終了しました。
今後、最終報告書はCCWGに参加する各支持組織、諮問委員
会に送られ、それぞれの承認を待つことになります。

◆ 第52回 ICANN報告会
本パナマシティ会議での議論を紹介する報告会を、2018年
9月4日（火）に東京・JPNIC会議室にて開催しました。当日の
プログラムは次の通りです。

1. ICANNパナマシティ会議概要報告
2. 国コードドメイン名支持組織（ccNSO）関連報告
3. ICANN政府諮問委員会（GAC）報告
4. ルートサーバーシステム諮問委員会（RSSAC）報告
5. 次期新gTLD募集手続き検討状況報告
6. ICANN WHOIS暫定ポリシー策定プロセス検討状況
7. ICANN理事からの報告

本報告会の資料および音声は、次のURLで公開しています。

第52回 ICANN報告会
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/ica
nn-report/20180904-ICANN/

◆ 今後の ICANN会議
次回の ICANN会議は、2018年10月20日（土）から25日（木）に
かけて、スペインのバルセロナで開催される年次会合です。この
内容は、2019年 3月発行予定の次号71号で取り上げます。また、
次々回は前号でお伝えした通り、2019年 3月9日（土）～14日
（木）にかけて、神戸で開催されます。

ICANN63 | Barcelona
https://meetings.icann.org/en/
barcelona63

ICANN64 | KOBE
https://www.icann64.jp/

◆ WHOISデータ収集についてのICANNによる法的措置
ICANNは、GDPR対応で個人情報の収集を止めたドイツのレ
ジストラに対し、法的手段（仮処分申請）をドイツの裁判所に対
して起こしました。本稿では、その経緯についてご紹介します。

○背景
前述の通り、2018年 5月25日にGDPRが施行されるのを控
えた5月17日に、ICANN理事会は ICANNの各種契約および
ポリシーのGDPRへの適合を目的とした、「gTLD登録データ
のGDPR適合のための暫定仕様書」（TempSpec）を承認しま
した。TempSpecでは、レジストラによる個人情報を含むデー
タ収集は今まで通り行い、WHOISでの表示項目を制限すると
しています。具体的には、登録管理者や技術連絡担当者などの
情報は表示されず、レジストラ、登録の状態、登録日および更新
日のみの表示となっています。その代わり、登録者と連絡を取
る必要がある場合のために、匿名化された電子メールアドレス
を掲載するか、Webフォームが用意されるとしています。

○ICANNによる仮処分申請
2018年 5月25日に ICANNは、ドイツの ICANN公認（gTLD）
レジストラであるEPAG社がWHOISデータを収集するよう、
ドイツのボン地裁に仮処分申請を行いました。これは、新規ド
メイン名登録の際にGDPRへの抵触を回避する目的で、登録
管理者および技術連絡者情報を収集しないことを、EPAG社
が ICANNに連絡してきたことを受けてのものです。なお、
EPAG社は、このような対応を取るのは新規登録のみで、既存
の情報は維持するという方針を示していました。

これに対し ICANNは仮処分申請において、

・GDPR施行後の登録管理者および技術連絡担当者情報の
収集がGDPRに抵触するかどうか、ICANNとEPAG社との
間で認識に差がある。
・両情報の収集は ICANN-EPAG社間の契約で義務づけられ
たものであり、GDPRとも矛盾せず、TempSpecでもすべて
の登録項目の収集を義務づけている。この点についてドイツ
の裁判所に確認したい。
・EPAG社の行為が続けば、法執行機関、セキュリティ目的、知
的財産権保持者などによる、正当な目的での完全なWHOIS
登録データへのアクセスができなくなる。

というような主張をしています。

一方、GDPR発行前後にEUからICANNに送られていたレター
においては、TempSpecに定まっていない部分があり、早急な
解決が必要だという指摘がなされていました。

○地裁による仮処分申請の却下と ICANNの不服申し立て
5月29日に、ボン地裁は差し止め請求を却下しました。つまり、

EPAG社がドメイン名の新規登録時に、登録管理者および技
術連絡者情報を集める必要はないとの判断です。しかし
ICANNの主張によれば、これらの情報の収集がGDPRに違
反するという判断も示されませんでした。

仮処分申請却下の決定を受けて、6月13日には ICANNが不服申
し立てを行いました。地裁による再検討が実施された結果、7月19
日には申し立ての控訴裁送りが決定しました。それを受けたケル
ン高裁による判断は8月3日に下され、結果としてICANNによる
申し立ては再度退けられることとなりました。その理由としては、
仮処分によって保護すべき重大な損害はなく、GDPRの解釈は不
要だということが示されました。

この高裁の判断が本件に関する最終判断ということはなく、ドイ
ツの司法制度も日本と同様に三審制のため、今後 ICANNがさら
に連邦最高裁に上訴する可能性が残されています。

本件については、より詳しい情報をJPNICブログにて公開してい
ます。詳細は次のURLをご覧ください。

WHOISデータ収集についての ICANNによる法的措置
https://blog.nic.ad.jp/blog/icann-gdpr-who
is-legal-action/

◆ ICANNによる非公開WHOISデータへのアクセスモデル案
WHOISのGDPRへの準拠を目的として2018年2月28日に
ICANNが公開したモデル案では、欧州経済領域（EEA）内に存在
するデータのWHOISでの公開に制限がかかり、非公開項目につ
いては認証された者のみがアクセスできるとされました。しかし、
この時点では認証に関する具体的な記述はありませんでした。

この非公開WHOISデータへのアクセス方法に関して、より詳細な
案である「Framework Elements for a Unified Access Model 
for Continued Access to Full WHOIS Data」※3が、2018年6月
18日に ICANNから公開されました。その後、この案をベース
に、欧州データ保護委員会（European Data Protection Board、
EDPB）へ照会した結果や、コミュニティから寄せられた意見を踏
ま えて 改 訂した「Draft Framework for a Possible Unified 
Access Model for Continued Access to Full WHOIS Data - 
For Discussion」※4が、8月20日に公開されました。ここではこの
アクセスモデル案についてご紹介します。

○アクセスモデル案の目的と概要
認証された利用者に対し、非公開部分も含む完全なWHOISデー
タへのアクセスを提供するための枠組み（統一アクセスモデル、
UAM）を示して、議論を喚起することがアクセスモデル案の目的
です。このUAMで記載されている内容は、5月17日にICANN理
事会が承認したgTLD登録データのための暫定仕様書
（TempSpec）では、今後の課題とされていたものです。

上記の論点に加えて、コミュニティから寄せられた意見の中で
重要と思われるものを以下に列挙します。

・利用資格（Eligibility）

認証した利用者が不正行為を働いた場合や、認証基準が甘すぎる場合
などを想定し、認証機関の責任が追加の論点として想定されています。

・手順の詳細（Process Details）

非公開データへのアクセスはレジストラからの提供に限定すべ
きという意見や、認証済みの提供者と利用者の間で重ねてアク
セス同意書を締結する必要があるのかという声が挙がってい
ます。また、アクセス権限を与える範囲についても、WHOIS項
目すべてか、目的に応じた項目のみにするかで意見が分かれて
いるほか、費用についても無償・有償どちらの声もあります。

・技術的な詳細（Technical Details）

利用者の利便性や不正利用の監視等のために、集約型の
WHOISリポジトリ、もしくはWHOIS情報を一元化したポータ
ルを ICANNが運営すべき、という提案もされています。

○最後に
統一的な認証方法や基準、認証ユーザに対するデータ提供方
法などの詳細が定まらない限り、各レジストリ・レジストラが
手動対応を迫られることから、一刻も早い確定と実装が求めら
れますが、前述のように課題はまだまだ残っています。

ICANNが公開したブログ記事“Possible Unified Access Model 
Published for Community Input”※5では、コミュニティからの
フィードバックを歓迎するとして、意見受付用のメールアドレス（gdpr
＠icann.org）が公開されています。非公開WHOISへのアクセス
方法案についてご意見のある方は、ぜひメールをお送りください。

本件については、より詳しい情報をJPNICブログにて公開し
ています。詳細は次のURLをご覧ください。

ICANNによるGDPRに対応するWHOISモデ
ル案について
https://blog.nic.ad.jp/blog/icann-gdpr-
whois-model/

ICANNによる非公開WHOISデータへのアク
セスモデル案
https://blog.nic.ad.jp/blog/whois_unifi
ed_access_model/

ICANNによる非公開WHOISデータへのアク
セスモデル案（続報）
https://blog.nic.ad.jp/blog/whois_unifi
ed_access_model-2/

第52回ICANN報告会の様子

パナマシティ会議の様子

パナマ共和国 / パナマシティ
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第62回ICANNパナマシティ会議
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※3 Framework Elements for a Unified Access Model for Continued Access to 
Full WHOIS Data - For Discussion
https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unifie
d-access-model-for-discussion-18jun18-en.pdf

※5 Possible Unified Access Model Published for Community Input
https://www.icann.org/news/blog/possible-unified-access-model-published-f
or-community-input

※4 Draft Framework for a Possible Unified Access Model for Continued Access to 
Full WHOIS Data - For Discussion
https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-acc
ess-model-for-discussion-20aug18-en.pdf

○利用資格
UAMを利用して非公開部分も含む完全なWHOISデータへアク
セスする資格があるのは、利用規則（Terms of Use）で縛られた、
正当な権利を持つ利用者グループ群、となっています。これら利用
者グループの特定は、ICANNの政府諮問委員会（GAC）が行うこ
とになっていて、法執行機関、知的財産権者、運用セキュリティ研
究者、個人であるドメイン名登録者が例として挙げられています。
加えて、特定の正当な目的のために、ICANN自身およびレジスト
ラに対してUAMを通じたアクセスが承認される見通しです。

○実装方法
中央管理されたデータ置場が作られるのではなく、レジストリと
レジストラがそれぞれ現在の要件に沿うものを維持することが
求められています。非公開WHOISデータへのアクセスのために
RDAP（Registration Data Access Protocol）を使ってサービス
を提供する必要があり、TempSpecでは2018年12月中旬まで
に実装が必須となっています。

UAMにおいて利用者の認証に使用される技術的な方法は、「トー
クンまたは証明書のシステムに依存する」となっており、それ以上
の詳細は記載されていません。ICANN GNSOの提案によれば、
ICANNのレジストラ用Webシステムを一時的に使うこと、および
中央管理されたホワイトリストによるIPアドレスベースの制限を
掛けた上でTCPポート43を使ったアクセスを許可することが提
案されましたが、案では取り入れられませんでした。

○利用規則（Terms of Use）
利用規則は、UAMの下での第三者による非公開WHOISデータ
利用において、遵守が求められる決まりで、特にデータ利用の適
切な制限や、データアクセスの適切な手続きの策定などが想定
されています。単一規則ですべてカバーするとは限らず、適格な
利用者グループごとに別のものが作成される可能性もあります。

利用規則の執行および監視は認証組織体が行うこと、そのために
ICANNと各認証組織体間で覚書を交わすことが想定されていま
す。レジストリ・レジストラのUAMで要求されている事項への遵守
状況は、ICANN事務局の契約コンプライアンス部門が担当します。

○アクセスモデル案を巡る論点
改訂案では、前版と比べて用語が明確に定義されたほか、認証か
らアクセスからまでの一連の手続きフローを図式化し、WHOISの
利用者と認証機関、レジストリ・レジストラの三者関係がよりわか
りやすくなるなど改善が図られましたが、依然として未解決な部
分が少なからず残っています。具体的な論点は以下の通りです。

1. 利用者は個々のアクセス要請のたびに正当な利用目的を示すべきか
2. 非公開WHOISデータすべての項目へのアクセスを認めるべきか
3. 登録者からの要望があればアクセスログは提供すべきか
4. レジストリ・レジストラの両方がアクセスを提供すべきか、
それともレジストラのみが提供すべきか

5. 非公開WHOISデータへのアクセスを有料とすべきか
6. 利便性の観点からWHOIS情報を一元化したポータルをICANNが運営すべきか

とされた登録データに対して、どのような資格のユーザーに、
どのような手続きでデータを提供するのかに関して、モデルの
構成要素が提示され、コミュニティの議論を喚起するものです。
したがってこちらも、パナマシティ会議が初の対面議論の場と
なりました。

会期中の6月26日（火）の17時から開催された、「Cross-Community 
Session: Accreditation and Access to Non-Public WHOIS 
Data Post-GDPR」が、この統一アクセスモデル（UAM）に関する
公開セッションでした。こちらはUAMの発表が、会期の前週
と直前だったことから、GNSO評議員、セキュリティと安定性に
関する諮問委員会（SSAC）チェア、欧州委員会担当官、ICANN
事務局をはじめとする、9人のパネリストが自身の考え方を示す
セッションでした。

パネリストたちが示した重要と考えるポイントを、以下に列挙します。

・欧州委員会の担当官、Cathrin Bauer-Bulst氏：
GDPRはデータ処理を禁じているわけではなく、正当な目的
に基づいて責任を持って行うことを求めている。プライバシー
とデータ提供のバランスを、認定、認証、アクセス、説明責任の
観点で取っていくことが重要。

・レジストリ部会のKeith Drazek氏：
認定認証とアクセスに対する法的整合性、および、その法的
根拠が管轄法によって異なり得ることから、モデルが柔軟で
あることが重要。

・ICANN CEOのGöran Marby氏：
異なる目的の利用者は異なる要請を持っており、それを擦り
合わせて「統一した」モデルを作ることが重要。

・知的財産部会のFabricio Vayra氏：
UAMは単なる議論のためのモデルであり、これから認定、認
証、アクセスを行う機構を早期に構築することが重要。

また、SSACチェアのRod Rasmussen氏は、SSACが会期
直前の 6月14日（木）に発表した、SAC101「SSAC Advisory 
Regarding Access to Domain Name Registration Data」を
紹介し、その中で指摘されている、RDS（Registration Directory 
Service）へのアクセスに関する問題点の勘案を求めました。

TempSpecにおいては、非公開データに対するアクセスは、
レジストリが照会に応じて個別に処理している状況で、法執行
機関、セキュリティ専門家、知的財産権専門家など、それぞれの
業務のために非公開データへのアクセスが必要な立場からは、
早期の解決が望まれています。多様な観点があるだけでなく、
認定基準、認証方法などの詳細にもさまざまな課題があり、
今後の議論に注視が求められます。

◆ 説明責任に関するコミュニティ横断作業部会の
作業完了 

今回のパナマシティ会議でGDPR以外に大きな節目となるも
のとして、説明責任に関するコミュニティ横断作業部会
（CCWG-ACCT）の、作業終了が挙げられます。CCWG-ACCT
は、IANA監督権限移管の議論が行われた際に、米国商務

　     WHOISのGDPR対応に関する動向

2018年 6月25日（月）から28日（木）まで、パナマ共和国の首
都パナマシティにて、第 62回 ICANN会議が開催されまし
た。毎年 6月の会議は「ポリシーフォーラム」と呼ばれるフォー
マット※1での開催となっていて、コミュニティ横断セッション
が数多く配置され、ポリシー議論を深化させることに重点を
置いた会合です。そのため、オープニングセレモニーなどの
フォーマリティを排除し、4日間という一番短い会期という簡
素な仕立てです。今回の ICANN会議は、欧州連合の一般
データ保護規則（GDPR）が施行されて初めての会議という
ことで、GDPRに大きな関心が寄せられました。本稿でもこ
れを中心に、会議の模様をお伝えします。

◆ オープニングおよびマルチステークホルダーエー
トス賞授賞式

ポリシーフォーラムのオープニングは、セッション開始前の午前
8時半から、ホワイエで立ったままで行うという、簡素さを強調
した仕立てになっています。また、このタイミングで、ICANNコ
ミュニティにおける貢献が顕著な人を毎年表彰する、マルチス
テークホルダーエートス賞の発表が行われます。

今年は、2018年 3月に惜しくも事故で亡くなった、フランスの
Stéphane Van Gelder氏に授賞されました。Van Gelder氏
は、分野別ドメイン名支持組織（GNSO）評議会の議長や、指名
委員会（NomCom）議長などの要職で活躍し、コミュニティか
らの信望を集める人物でした。そのため、参加組織が早い時期
から次々と、Van Gelder氏推薦を打ち出していました。当日は、

奥様のJulieさんがご挨拶なさり、集まったメンバー全員で、故
人の人柄と業績を振り返りました。

◆ GDPR施行直後の ICANN会議
パナマシティ会議までの2ヶ月間は、ICANNの内外でGDPR
関係の出来事がいくつか並びました。

1） 2018年 5月17日：gTLD登録データのGDPR適合のため
の暫定仕様書（TempSpec）※2を理事会が承認

2） 同5月25日：GDPR施行
3） 同6月18日：TempSpecでは検討待ちとなっている、非公
開データ項目に対するアクセス認定要領の議論に向けた、
いわゆる統一アクセスモデル（UAM）の発表

1） に関して、このTempSpecはコミュニティでの議論や意見
聴取を通じて検討されたものの「暫定」に過ぎず、今後GNSO
のPDP（ポリシー策定プロセス）を踏む必要があります。今回
は、十分に検討範囲が限定され、かつ1年以内という短期間で
仕様の正式化が求められるため、Expedited PDP（EPDP）と
いう、初期調査などを割愛した迅速なプロセスのPDPが、初め
て使われることになりました。

6月25日（月）の17時から開催された、「High Interest Session: 
Community Input to GNSO Expedited PDP Charter 
Development」は、このEPDPに関する公開セッションでした。
EPDPにおいても、通常のPDPと同様、チャーターと申請書
を準備した上で、作業チームの設立をGNSO評議会で承認
する必要があります。このセッションは、チャーターと申請書
のドラフティングチーム（DT）が、準備状況を説明した上で、
コミュニティの意見を聞くものでした。七つの各セクションで、
限られた時間ながら活発な質疑が交わされ、それぞれに関する
検討状況が説明されました。DTメンバー、フロアからの発言者
ともに、1年という限られた時間でEPDPを進めるべく、効率
的、建設的に検討を進めようとしている印象を強く受けました。

3） は、GDPRへの適合のために、TempSpecの中で非公開

省電気通信情報局（NTIA）による監督がなくなった後の、
ICANN自身の説明責任機構強化を検討するために設置され
ました。監督権限移管までに必要な事項を検討するワークスト
リーム1（WS1）が完了した後は、それ以外の内容を扱うワーク
ストリーム2（WS2）が進行中でした。WS2はパナマシティ会
議の会期中、6月24日（日）に全体会議を行い、九つの領域に関
する勧告を含む最終報告書を仕上げて作業を終了しました。
今後、最終報告書はCCWGに参加する各支持組織、諮問委員
会に送られ、それぞれの承認を待つことになります。

◆ 第52回 ICANN報告会
本パナマシティ会議での議論を紹介する報告会を、2018年
9月4日（火）に東京・JPNIC会議室にて開催しました。当日の
プログラムは次の通りです。

1. ICANNパナマシティ会議概要報告
2. 国コードドメイン名支持組織（ccNSO）関連報告
3. ICANN政府諮問委員会（GAC）報告
4. ルートサーバーシステム諮問委員会（RSSAC）報告
5. 次期新gTLD募集手続き検討状況報告
6. ICANN WHOIS暫定ポリシー策定プロセス検討状況
7. ICANN理事からの報告

本報告会の資料および音声は、次のURLで公開しています。

第52回 ICANN報告会
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/ica
nn-report/20180904-ICANN/

◆ 今後の ICANN会議
次回の ICANN会議は、2018年10月20日（土）から25日（木）に
かけて、スペインのバルセロナで開催される年次会合です。この
内容は、2019年 3月発行予定の次号71号で取り上げます。また、
次々回は前号でお伝えした通り、2019年 3月9日（土）～14日
（木）にかけて、神戸で開催されます。

ICANN63 | Barcelona
https://meetings.icann.org/en/
barcelona63

ICANN64 | KOBE
https://www.icann64.jp/

◆ WHOISデータ収集についてのICANNによる法的措置
ICANNは、GDPR対応で個人情報の収集を止めたドイツのレ
ジストラに対し、法的手段（仮処分申請）をドイツの裁判所に対
して起こしました。本稿では、その経緯についてご紹介します。

○背景
前述の通り、2018年 5月25日にGDPRが施行されるのを控
えた5月17日に、ICANN理事会は ICANNの各種契約および
ポリシーのGDPRへの適合を目的とした、「gTLD登録データ
のGDPR適合のための暫定仕様書」（TempSpec）を承認しま
した。TempSpecでは、レジストラによる個人情報を含むデー
タ収集は今まで通り行い、WHOISでの表示項目を制限すると
しています。具体的には、登録管理者や技術連絡担当者などの
情報は表示されず、レジストラ、登録の状態、登録日および更新
日のみの表示となっています。その代わり、登録者と連絡を取
る必要がある場合のために、匿名化された電子メールアドレス
を掲載するか、Webフォームが用意されるとしています。

○ICANNによる仮処分申請
2018年 5月25日に ICANNは、ドイツの ICANN公認（gTLD）
レジストラであるEPAG社がWHOISデータを収集するよう、
ドイツのボン地裁に仮処分申請を行いました。これは、新規ド
メイン名登録の際にGDPRへの抵触を回避する目的で、登録
管理者および技術連絡者情報を収集しないことを、EPAG社
が ICANNに連絡してきたことを受けてのものです。なお、
EPAG社は、このような対応を取るのは新規登録のみで、既存
の情報は維持するという方針を示していました。

これに対し ICANNは仮処分申請において、

・GDPR施行後の登録管理者および技術連絡担当者情報の
収集がGDPRに抵触するかどうか、ICANNとEPAG社との
間で認識に差がある。
・両情報の収集は ICANN-EPAG社間の契約で義務づけられ
たものであり、GDPRとも矛盾せず、TempSpecでもすべて
の登録項目の収集を義務づけている。この点についてドイツ
の裁判所に確認したい。
・EPAG社の行為が続けば、法執行機関、セキュリティ目的、知
的財産権保持者などによる、正当な目的での完全なWHOIS
登録データへのアクセスができなくなる。

というような主張をしています。

一方、GDPR発行前後にEUからICANNに送られていたレター
においては、TempSpecに定まっていない部分があり、早急な
解決が必要だという指摘がなされていました。

○地裁による仮処分申請の却下と ICANNの不服申し立て
5月29日に、ボン地裁は差し止め請求を却下しました。つまり、

EPAG社がドメイン名の新規登録時に、登録管理者および技
術連絡者情報を集める必要はないとの判断です。しかし
ICANNの主張によれば、これらの情報の収集がGDPRに違
反するという判断も示されませんでした。

仮処分申請却下の決定を受けて、6月13日には ICANNが不服申
し立てを行いました。地裁による再検討が実施された結果、7月19
日には申し立ての控訴裁送りが決定しました。それを受けたケル
ン高裁による判断は8月3日に下され、結果としてICANNによる
申し立ては再度退けられることとなりました。その理由としては、
仮処分によって保護すべき重大な損害はなく、GDPRの解釈は不
要だということが示されました。

この高裁の判断が本件に関する最終判断ということはなく、ドイ
ツの司法制度も日本と同様に三審制のため、今後 ICANNがさら
に連邦最高裁に上訴する可能性が残されています。

本件については、より詳しい情報をJPNICブログにて公開してい
ます。詳細は次のURLをご覧ください。

WHOISデータ収集についての ICANNによる法的措置
https://blog.nic.ad.jp/blog/icann-gdpr-who
is-legal-action/

◆ ICANNによる非公開WHOISデータへのアクセスモデル案
WHOISのGDPRへの準拠を目的として2018年2月28日に
ICANNが公開したモデル案では、欧州経済領域（EEA）内に存在
するデータのWHOISでの公開に制限がかかり、非公開項目につ
いては認証された者のみがアクセスできるとされました。しかし、
この時点では認証に関する具体的な記述はありませんでした。

この非公開WHOISデータへのアクセス方法に関して、より詳細な
案である「Framework Elements for a Unified Access Model 
for Continued Access to Full WHOIS Data」※3が、2018年6月
18日に ICANNから公開されました。その後、この案をベース
に、欧州データ保護委員会（European Data Protection Board、
EDPB）へ照会した結果や、コミュニティから寄せられた意見を踏
ま えて 改 訂した「Draft Framework for a Possible Unified 
Access Model for Continued Access to Full WHOIS Data - 
For Discussion」※4が、8月20日に公開されました。ここではこの
アクセスモデル案についてご紹介します。

○アクセスモデル案の目的と概要
認証された利用者に対し、非公開部分も含む完全なWHOISデー
タへのアクセスを提供するための枠組み（統一アクセスモデル、
UAM）を示して、議論を喚起することがアクセスモデル案の目的
です。このUAMで記載されている内容は、5月17日にICANN理
事会が承認したgTLD登録データのための暫定仕様書
（TempSpec）では、今後の課題とされていたものです。

上記の論点に加えて、コミュニティから寄せられた意見の中で
重要と思われるものを以下に列挙します。

・利用資格（Eligibility）

認証した利用者が不正行為を働いた場合や、認証基準が甘すぎる場合
などを想定し、認証機関の責任が追加の論点として想定されています。

・手順の詳細（Process Details）

非公開データへのアクセスはレジストラからの提供に限定すべ
きという意見や、認証済みの提供者と利用者の間で重ねてアク
セス同意書を締結する必要があるのかという声が挙がってい
ます。また、アクセス権限を与える範囲についても、WHOIS項
目すべてか、目的に応じた項目のみにするかで意見が分かれて
いるほか、費用についても無償・有償どちらの声もあります。

・技術的な詳細（Technical Details）

利用者の利便性や不正利用の監視等のために、集約型の
WHOISリポジトリ、もしくはWHOIS情報を一元化したポータ
ルを ICANNが運営すべき、という提案もされています。

○最後に
統一的な認証方法や基準、認証ユーザに対するデータ提供方
法などの詳細が定まらない限り、各レジストリ・レジストラが
手動対応を迫られることから、一刻も早い確定と実装が求めら
れますが、前述のように課題はまだまだ残っています。

ICANNが公開したブログ記事“Possible Unified Access Model 
Published for Community Input”※5では、コミュニティからの
フィードバックを歓迎するとして、意見受付用のメールアドレス（gdpr
＠icann.org）が公開されています。非公開WHOISへのアクセス
方法案についてご意見のある方は、ぜひメールをお送りください。

本件については、より詳しい情報をJPNICブログにて公開し
ています。詳細は次のURLをご覧ください。

ICANNによるGDPRに対応するWHOISモデ
ル案について
https://blog.nic.ad.jp/blog/icann-gdpr-
whois-model/

ICANNによる非公開WHOISデータへのアク
セスモデル案
https://blog.nic.ad.jp/blog/whois_unifi
ed_access_model/

ICANNによる非公開WHOISデータへのアク
セスモデル案（続報）
https://blog.nic.ad.jp/blog/whois_unifi
ed_access_model-2/
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https://blog.nic.ad.jp/blog/icann-gdpr-whois-legal-action/
https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-access-model-for-discussion-18jun18-en.pdf
https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-access-model-for-discussion-20aug18-en.pdf
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※3 Framework Elements for a Unified Access Model for Continued Access to 
Full WHOIS Data - For Discussion
https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unifie
d-access-model-for-discussion-18jun18-en.pdf

※5 Possible Unified Access Model Published for Community Input
https://www.icann.org/news/blog/possible-unified-access-model-published-f
or-community-input

※4 Draft Framework for a Possible Unified Access Model for Continued Access to 
Full WHOIS Data - For Discussion
https://www.icann.org/en/system/files/files/framework-elements-unified-acc
ess-model-for-discussion-20aug18-en.pdf

○利用資格
UAMを利用して非公開部分も含む完全なWHOISデータへアク
セスする資格があるのは、利用規則（Terms of Use）で縛られた、
正当な権利を持つ利用者グループ群、となっています。これら利用
者グループの特定は、ICANNの政府諮問委員会（GAC）が行うこ
とになっていて、法執行機関、知的財産権者、運用セキュリティ研
究者、個人であるドメイン名登録者が例として挙げられています。
加えて、特定の正当な目的のために、ICANN自身およびレジスト
ラに対してUAMを通じたアクセスが承認される見通しです。

○実装方法
中央管理されたデータ置場が作られるのではなく、レジストリと
レジストラがそれぞれ現在の要件に沿うものを維持することが
求められています。非公開WHOISデータへのアクセスのために
RDAP（Registration Data Access Protocol）を使ってサービス
を提供する必要があり、TempSpecでは2018年12月中旬まで
に実装が必須となっています。

UAMにおいて利用者の認証に使用される技術的な方法は、「トー
クンまたは証明書のシステムに依存する」となっており、それ以上
の詳細は記載されていません。ICANN GNSOの提案によれば、
ICANNのレジストラ用Webシステムを一時的に使うこと、および
中央管理されたホワイトリストによるIPアドレスベースの制限を
掛けた上でTCPポート43を使ったアクセスを許可することが提
案されましたが、案では取り入れられませんでした。

○利用規則（Terms of Use）
利用規則は、UAMの下での第三者による非公開WHOISデータ
利用において、遵守が求められる決まりで、特にデータ利用の適
切な制限や、データアクセスの適切な手続きの策定などが想定
されています。単一規則ですべてカバーするとは限らず、適格な
利用者グループごとに別のものが作成される可能性もあります。

利用規則の執行および監視は認証組織体が行うこと、そのために
ICANNと各認証組織体間で覚書を交わすことが想定されていま
す。レジストリ・レジストラのUAMで要求されている事項への遵守
状況は、ICANN事務局の契約コンプライアンス部門が担当します。

○アクセスモデル案を巡る論点
改訂案では、前版と比べて用語が明確に定義されたほか、認証か
らアクセスからまでの一連の手続きフローを図式化し、WHOISの
利用者と認証機関、レジストリ・レジストラの三者関係がよりわか
りやすくなるなど改善が図られましたが、依然として未解決な部
分が少なからず残っています。具体的な論点は以下の通りです。

1. 利用者は個々のアクセス要請のたびに正当な利用目的を示すべきか
2. 非公開WHOISデータすべての項目へのアクセスを認めるべきか
3. 登録者からの要望があればアクセスログは提供すべきか
4. レジストリ・レジストラの両方がアクセスを提供すべきか、
それともレジストラのみが提供すべきか

5. 非公開WHOISデータへのアクセスを有料とすべきか
6. 利便性の観点からWHOIS情報を一元化したポータルをICANNが運営すべきか

とされた登録データに対して、どのような資格のユーザーに、
どのような手続きでデータを提供するのかに関して、モデルの
構成要素が提示され、コミュニティの議論を喚起するものです。
したがってこちらも、パナマシティ会議が初の対面議論の場と
なりました。

会期中の6月26日（火）の17時から開催された、「Cross-Community 
Session: Accreditation and Access to Non-Public WHOIS 
Data Post-GDPR」が、この統一アクセスモデル（UAM）に関する
公開セッションでした。こちらはUAMの発表が、会期の前週
と直前だったことから、GNSO評議員、セキュリティと安定性に
関する諮問委員会（SSAC）チェア、欧州委員会担当官、ICANN
事務局をはじめとする、9人のパネリストが自身の考え方を示す
セッションでした。

パネリストたちが示した重要と考えるポイントを、以下に列挙します。

・欧州委員会の担当官、Cathrin Bauer-Bulst氏：
GDPRはデータ処理を禁じているわけではなく、正当な目的
に基づいて責任を持って行うことを求めている。プライバシー
とデータ提供のバランスを、認定、認証、アクセス、説明責任の
観点で取っていくことが重要。

・レジストリ部会のKeith Drazek氏：
認定認証とアクセスに対する法的整合性、および、その法的
根拠が管轄法によって異なり得ることから、モデルが柔軟で
あることが重要。

・ICANN CEOのGöran Marby氏：
異なる目的の利用者は異なる要請を持っており、それを擦り
合わせて「統一した」モデルを作ることが重要。

・知的財産部会のFabricio Vayra氏：
UAMは単なる議論のためのモデルであり、これから認定、認
証、アクセスを行う機構を早期に構築することが重要。

また、SSACチェアのRod Rasmussen氏は、SSACが会期
直前の 6月14日（木）に発表した、SAC101「SSAC Advisory 
Regarding Access to Domain Name Registration Data」を
紹介し、その中で指摘されている、RDS（Registration Directory 
Service）へのアクセスに関する問題点の勘案を求めました。

TempSpecにおいては、非公開データに対するアクセスは、
レジストリが照会に応じて個別に処理している状況で、法執行
機関、セキュリティ専門家、知的財産権専門家など、それぞれの
業務のために非公開データへのアクセスが必要な立場からは、
早期の解決が望まれています。多様な観点があるだけでなく、
認定基準、認証方法などの詳細にもさまざまな課題があり、
今後の議論に注視が求められます。

◆ 説明責任に関するコミュニティ横断作業部会の
作業完了 

今回のパナマシティ会議でGDPR以外に大きな節目となるも
のとして、説明責任に関するコミュニティ横断作業部会
（CCWG-ACCT）の、作業終了が挙げられます。CCWG-ACCT
は、IANA監督権限移管の議論が行われた際に、米国商務

　     WHOISのGDPR対応に関する動向

2018年 6月25日（月）から28日（木）まで、パナマ共和国の首
都パナマシティにて、第 62回 ICANN会議が開催されまし
た。毎年 6月の会議は「ポリシーフォーラム」と呼ばれるフォー
マット※1での開催となっていて、コミュニティ横断セッション
が数多く配置され、ポリシー議論を深化させることに重点を
置いた会合です。そのため、オープニングセレモニーなどの
フォーマリティを排除し、4日間という一番短い会期という簡
素な仕立てです。今回の ICANN会議は、欧州連合の一般
データ保護規則（GDPR）が施行されて初めての会議という
ことで、GDPRに大きな関心が寄せられました。本稿でもこ
れを中心に、会議の模様をお伝えします。

◆ オープニングおよびマルチステークホルダーエー
トス賞授賞式

ポリシーフォーラムのオープニングは、セッション開始前の午前
8時半から、ホワイエで立ったままで行うという、簡素さを強調
した仕立てになっています。また、このタイミングで、ICANNコ
ミュニティにおける貢献が顕著な人を毎年表彰する、マルチス
テークホルダーエートス賞の発表が行われます。

今年は、2018年 3月に惜しくも事故で亡くなった、フランスの
Stéphane Van Gelder氏に授賞されました。Van Gelder氏
は、分野別ドメイン名支持組織（GNSO）評議会の議長や、指名
委員会（NomCom）議長などの要職で活躍し、コミュニティか
らの信望を集める人物でした。そのため、参加組織が早い時期
から次々と、Van Gelder氏推薦を打ち出していました。当日は、

奥様のJulieさんがご挨拶なさり、集まったメンバー全員で、故
人の人柄と業績を振り返りました。

◆ GDPR施行直後の ICANN会議
パナマシティ会議までの2ヶ月間は、ICANNの内外でGDPR
関係の出来事がいくつか並びました。

1） 2018年 5月17日：gTLD登録データのGDPR適合のため
の暫定仕様書（TempSpec）※2を理事会が承認

2） 同5月25日：GDPR施行
3） 同6月18日：TempSpecでは検討待ちとなっている、非公
開データ項目に対するアクセス認定要領の議論に向けた、
いわゆる統一アクセスモデル（UAM）の発表

1） に関して、このTempSpecはコミュニティでの議論や意見
聴取を通じて検討されたものの「暫定」に過ぎず、今後GNSO
のPDP（ポリシー策定プロセス）を踏む必要があります。今回
は、十分に検討範囲が限定され、かつ1年以内という短期間で
仕様の正式化が求められるため、Expedited PDP（EPDP）と
いう、初期調査などを割愛した迅速なプロセスのPDPが、初め
て使われることになりました。

6月25日（月）の17時から開催された、「High Interest Session: 
Community Input to GNSO Expedited PDP Charter 
Development」は、このEPDPに関する公開セッションでした。
EPDPにおいても、通常のPDPと同様、チャーターと申請書
を準備した上で、作業チームの設立をGNSO評議会で承認
する必要があります。このセッションは、チャーターと申請書
のドラフティングチーム（DT）が、準備状況を説明した上で、
コミュニティの意見を聞くものでした。七つの各セクションで、
限られた時間ながら活発な質疑が交わされ、それぞれに関する
検討状況が説明されました。DTメンバー、フロアからの発言者
ともに、1年という限られた時間でEPDPを進めるべく、効率
的、建設的に検討を進めようとしている印象を強く受けました。

3） は、GDPRへの適合のために、TempSpecの中で非公開

省電気通信情報局（NTIA）による監督がなくなった後の、
ICANN自身の説明責任機構強化を検討するために設置され
ました。監督権限移管までに必要な事項を検討するワークスト
リーム1（WS1）が完了した後は、それ以外の内容を扱うワーク
ストリーム2（WS2）が進行中でした。WS2はパナマシティ会
議の会期中、6月24日（日）に全体会議を行い、九つの領域に関
する勧告を含む最終報告書を仕上げて作業を終了しました。
今後、最終報告書はCCWGに参加する各支持組織、諮問委員
会に送られ、それぞれの承認を待つことになります。

◆ 第52回 ICANN報告会
本パナマシティ会議での議論を紹介する報告会を、2018年
9月4日（火）に東京・JPNIC会議室にて開催しました。当日の
プログラムは次の通りです。

1. ICANNパナマシティ会議概要報告
2. 国コードドメイン名支持組織（ccNSO）関連報告
3. ICANN政府諮問委員会（GAC）報告
4. ルートサーバーシステム諮問委員会（RSSAC）報告
5. 次期新gTLD募集手続き検討状況報告
6. ICANN WHOIS暫定ポリシー策定プロセス検討状況
7. ICANN理事からの報告

本報告会の資料および音声は、次のURLで公開しています。

第52回 ICANN報告会
https://www.nic.ad.jp/ja/materials/ica
nn-report/20180904-ICANN/

◆ 今後の ICANN会議
次回の ICANN会議は、2018年10月20日（土）から25日（木）に
かけて、スペインのバルセロナで開催される年次会合です。この
内容は、2019年 3月発行予定の次号71号で取り上げます。また、
次々回は前号でお伝えした通り、2019年 3月9日（土）～14日
（木）にかけて、神戸で開催されます。

ICANN63 | Barcelona
https://meetings.icann.org/en/
barcelona63

ICANN64 | KOBE
https://www.icann64.jp/

◆ WHOISデータ収集についてのICANNによる法的措置
ICANNは、GDPR対応で個人情報の収集を止めたドイツのレ
ジストラに対し、法的手段（仮処分申請）をドイツの裁判所に対
して起こしました。本稿では、その経緯についてご紹介します。

○背景
前述の通り、2018年 5月25日にGDPRが施行されるのを控
えた5月17日に、ICANN理事会は ICANNの各種契約および
ポリシーのGDPRへの適合を目的とした、「gTLD登録データ
のGDPR適合のための暫定仕様書」（TempSpec）を承認しま
した。TempSpecでは、レジストラによる個人情報を含むデー
タ収集は今まで通り行い、WHOISでの表示項目を制限すると
しています。具体的には、登録管理者や技術連絡担当者などの
情報は表示されず、レジストラ、登録の状態、登録日および更新
日のみの表示となっています。その代わり、登録者と連絡を取
る必要がある場合のために、匿名化された電子メールアドレス
を掲載するか、Webフォームが用意されるとしています。

○ICANNによる仮処分申請
2018年 5月25日に ICANNは、ドイツの ICANN公認（gTLD）
レジストラであるEPAG社がWHOISデータを収集するよう、
ドイツのボン地裁に仮処分申請を行いました。これは、新規ド
メイン名登録の際にGDPRへの抵触を回避する目的で、登録
管理者および技術連絡者情報を収集しないことを、EPAG社
が ICANNに連絡してきたことを受けてのものです。なお、
EPAG社は、このような対応を取るのは新規登録のみで、既存
の情報は維持するという方針を示していました。

これに対し ICANNは仮処分申請において、

・GDPR施行後の登録管理者および技術連絡担当者情報の
収集がGDPRに抵触するかどうか、ICANNとEPAG社との
間で認識に差がある。
・両情報の収集は ICANN-EPAG社間の契約で義務づけられ
たものであり、GDPRとも矛盾せず、TempSpecでもすべて
の登録項目の収集を義務づけている。この点についてドイツ
の裁判所に確認したい。
・EPAG社の行為が続けば、法執行機関、セキュリティ目的、知
的財産権保持者などによる、正当な目的での完全なWHOIS
登録データへのアクセスができなくなる。

というような主張をしています。

一方、GDPR発行前後にEUからICANNに送られていたレター
においては、TempSpecに定まっていない部分があり、早急な
解決が必要だという指摘がなされていました。

○地裁による仮処分申請の却下と ICANNの不服申し立て
5月29日に、ボン地裁は差し止め請求を却下しました。つまり、

EPAG社がドメイン名の新規登録時に、登録管理者および技
術連絡者情報を集める必要はないとの判断です。しかし
ICANNの主張によれば、これらの情報の収集がGDPRに違
反するという判断も示されませんでした。

仮処分申請却下の決定を受けて、6月13日には ICANNが不服申
し立てを行いました。地裁による再検討が実施された結果、7月19
日には申し立ての控訴裁送りが決定しました。それを受けたケル
ン高裁による判断は8月3日に下され、結果としてICANNによる
申し立ては再度退けられることとなりました。その理由としては、
仮処分によって保護すべき重大な損害はなく、GDPRの解釈は不
要だということが示されました。

この高裁の判断が本件に関する最終判断ということはなく、ドイ
ツの司法制度も日本と同様に三審制のため、今後 ICANNがさら
に連邦最高裁に上訴する可能性が残されています。

本件については、より詳しい情報をJPNICブログにて公開してい
ます。詳細は次のURLをご覧ください。

WHOISデータ収集についての ICANNによる法的措置
https://blog.nic.ad.jp/blog/icann-gdpr-who
is-legal-action/

◆ ICANNによる非公開WHOISデータへのアクセスモデル案
WHOISのGDPRへの準拠を目的として2018年2月28日に
ICANNが公開したモデル案では、欧州経済領域（EEA）内に存在
するデータのWHOISでの公開に制限がかかり、非公開項目につ
いては認証された者のみがアクセスできるとされました。しかし、
この時点では認証に関する具体的な記述はありませんでした。

この非公開WHOISデータへのアクセス方法に関して、より詳細な
案である「Framework Elements for a Unified Access Model 
for Continued Access to Full WHOIS Data」※3が、2018年6月
18日に ICANNから公開されました。その後、この案をベース
に、欧州データ保護委員会（European Data Protection Board、
EDPB）へ照会した結果や、コミュニティから寄せられた意見を踏
ま えて 改 訂した「Draft Framework for a Possible Unified 
Access Model for Continued Access to Full WHOIS Data - 
For Discussion」※4が、8月20日に公開されました。ここではこの
アクセスモデル案についてご紹介します。

○アクセスモデル案の目的と概要
認証された利用者に対し、非公開部分も含む完全なWHOISデー
タへのアクセスを提供するための枠組み（統一アクセスモデル、
UAM）を示して、議論を喚起することがアクセスモデル案の目的
です。このUAMで記載されている内容は、5月17日にICANN理
事会が承認したgTLD登録データのための暫定仕様書
（TempSpec）では、今後の課題とされていたものです。

上記の論点に加えて、コミュニティから寄せられた意見の中で
重要と思われるものを以下に列挙します。

・利用資格（Eligibility）

認証した利用者が不正行為を働いた場合や、認証基準が甘すぎる場合
などを想定し、認証機関の責任が追加の論点として想定されています。

・手順の詳細（Process Details）

非公開データへのアクセスはレジストラからの提供に限定すべ
きという意見や、認証済みの提供者と利用者の間で重ねてアク
セス同意書を締結する必要があるのかという声が挙がってい
ます。また、アクセス権限を与える範囲についても、WHOIS項
目すべてか、目的に応じた項目のみにするかで意見が分かれて
いるほか、費用についても無償・有償どちらの声もあります。

・技術的な詳細（Technical Details）

利用者の利便性や不正利用の監視等のために、集約型の
WHOISリポジトリ、もしくはWHOIS情報を一元化したポータ
ルを ICANNが運営すべき、という提案もされています。

○最後に
統一的な認証方法や基準、認証ユーザに対するデータ提供方
法などの詳細が定まらない限り、各レジストリ・レジストラが
手動対応を迫られることから、一刻も早い確定と実装が求めら
れますが、前述のように課題はまだまだ残っています。

ICANNが公開したブログ記事“Possible Unified Access Model 
Published for Community Input”※5では、コミュニティからの
フィードバックを歓迎するとして、意見受付用のメールアドレス（gdpr
＠icann.org）が公開されています。非公開WHOISへのアクセス
方法案についてご意見のある方は、ぜひメールをお送りください。

本件については、より詳しい情報をJPNICブログにて公開し
ています。詳細は次のURLをご覧ください。

ICANNによるGDPRに対応するWHOISモデ
ル案について
https://blog.nic.ad.jp/blog/icann-gdpr-
whois-model/

ICANNによる非公開WHOISデータへのアク
セスモデル案
https://blog.nic.ad.jp/blog/whois_unifi
ed_access_model/

ICANNによる非公開WHOISデータへのアク
セスモデル案（続報）
https://blog.nic.ad.jp/blog/whois_unifi
ed_access_model-2/
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